
令和６年度　財政健全化判断比率等の公表について  

 

 

地方 公 共団体 の 財政 の健全 化 の法 律第 3 条 第 1 項に 基づ き算 定さ れた

4 つ の 指 標 値 （ 実 質 赤 字 比 率 、 連 結 実 質 赤 字 比 率 、 実 質 公 債 費 比 率 、 将

来負担 比 率）及び 第 22 条第 1 項 に基 づく 公営 企業 の資 金不 足率 は次 のと

おりで す 。  

 

1． 健全 化判 断比 率の 概 要と基 準値  

① 実質赤 字 比率  

実 質 赤 字 比 率 は 一 般 会 計 と 公 営 事 業 以 外 の 特 別 会 計 を 対 象 と し

た 実 質 赤 字 額 を 標 準 財 政 規 模 で 除 し て 算 定 さ れ る こ と に な り ま す

が 、実質収 支 が赤 字では な いた め実 質赤 字比 率に つい ての 早期 健全

化 基準 の１ ５％ に は到達 して いま せん 。  

 

② 連結実 質 赤字 比率  

連 結 実 質 赤 字 比 率 は 一 般 会 計 等 の 実 質 赤 字 に 公 営 事 業 会 計 の 実

質 赤 字 額 及 び 資 金 不 足 額 を 加 え た 連 結 実 質 赤 字 額 を 標 準 財 政 規 模

で 除し て算 定さ れ ること にな りま すが 、この 会計 を対 象と した 実質

赤 字 又 は 資 金 不 足 が な い た め 連 結 実 質 赤 字 比 率 の 早 期 健 全 化 基 準

の ２０ ％に 到達 し ていま せん 。  

 

③ 実質公 債 費比 率  

実質 公債 費比 率は 公債 費（元 利 償還 金）等 が標 準財 政規 模に 比し

て どの 程度 の負 担 かを表 す指 標と して 現 行の地 方債 協 議・許可 制度

に おい ても 用い ら れてい る比 率で す 。算定 に当 たって は 、公営 企業

に 要 す る 経 費 の 財 源 と す る 地 方 債 の 償 還 の 財 源 に 充 て た と 認 め ら

れ る繰 入金 であ る「準 元利 償還 金 」を「 元利 償還 金 」に 加え 、これ

を 標準 財政 規模 で 除する（元利 償 還金 のう ち交 付税措 置（ 交付 税算

定 の基 礎と なる 基 準財政 需要 額に 算入 ）さ れる 額を分 子・分母 双方

か ら控 除す る） こ とで数 値が 求め られ る ことに なり ま す。  

早期 健全 化基 準は 、現 行の地 方 債協 議・許 可制 度に おい て一 般単

独 事業 の起 債が 制 限され る基 準が ２５ ％ となっ てい ま すが 、令 和６

年 度比 率は ５． ４ ％です 。  



④ 将来負 担 比率  

　　 将 来負担 比 率は 残高（ ス トッ ク） ベ－ スで の財 政負 担を 表す 指標

と して 用い られ る ことと なり ま すが 、算 定 に当た って ① 地方債 残 高、

② Ｐ ＦＩ事 業 に基 づく建 設 事業 費・ 土地 購入 費等 の支 払確 定額 、③

退 職 手当支 給 予定 額のう ち 一般 会計 等の 負担 見込 額、 ④公 社及 び損

失 補 償して い る第 三セク タ ー等 の負 債の うち 一般 会計 等の 負担 見込

額 の 項目を 将 来負 担と認 識 し、 将来 負担 軽減 効果 のあ る基 金等 を控

除 し 、これ を 標準 財政規 模 で除 する （元 利償 還金 のう ち交 付税 措置

（ 交 付 税 算 定 の 基 礎 と な る 基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 ） さ れ る 額 を 分

子 ・分 母双 方か ら 控除す る） こ とで求 め られ ます。  

　　 将 来負担 比 率の 早期健 全 化基 準は ３５ ０％ とな って いま すが 、令

和 ６年 度に おい て 将来負 担比 率 は生じ て いま せん。  

 

 

2．公 営企 業の 経営 の健 全化 （資 金不 足比 率）  

資金 不足 比率 とは 、公営企 業（ 簡 易水 道事 業会 計 、下水 道事 業会

計 ）の資 金 の不足 額 が 、事 業の 規模 に対 して どの 程度 ある かを 示す

も ので 令和 ６年 度 決算に おい て、 資金 不 足はあ りま せ ん。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総　括　表

（単位：％）

区分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

津別町 - - 5.4 -

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 35.00 35.0 

※ 算定結果が黒字になるため、「－」表示されています。

（単位：％）

区分 簡易水道事業会計 下水道事業会計

津別町 - -

経営健全化基準 20.00 20.00 

※算定結果が黒字になるため、「－」表示されています。

健全化判断比率の状況　（令和6年度）

資金不足比率の状況　（令和6年度）


